
報告第４号 

 

　専決処分報告（工事請負契約金額変更） 

　　　令和８年（２０２６年）２月１２日提出 

 

札幌市長　秋　元　克　広 

 

　市長において、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定

により下記のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定によりこれを報告す

る。 

 

記 

 

　次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。 

番 

号 
件　　名 

（議決年月日） 
専決処分年月日 変更内容 

１ 新琴似北中学校改築ほか工

事請負契約締結の件 

（令和７年２月19日） 

令和７年11月７日 第３項契約金額の部分中 

「2,671,318,100円」を 

「2,774,298,264円」に 

改める。 

２ 琴似小学校改築ほか工事請

負契約締結の件 

（令和７年５月29日） 

令和７年12月10日 第３項契約金額の部分中 

「3,212,020,941円」を 

「3,240,648,400円」に 

改める。 

 


























